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１　�与えられたミッション

　2022年４月１日付けで法務部長を拝命しまし
た。これまでのキャリアを企業法務の世界で築
いてきたため、いつの日かこのポジションに就
くことの覚悟があり、大きな驚きはありません
でした。しかし会社から与えられたミッション
はこれにとどまらず、新設する秘書室（従前は
総務部門の中の秘書グループ）の副室長の兼務も
命ぜられました。この兼務を通してこれからの
企業法務部門が歩む姿を私なりに考えてみます。

２　法務部門の役割

　経営法務という用語が一般的に浸透している
かどうかはさておき、経営法友会に属する各社
の諸先輩方のおかげをもちまして、企業経営で
法務部門が果たすべき役割、期待は高まり、会
社の中における存在感は増しているように思い
ます。当社においても同様で、法務部の前身は
文書課であったところ、その後、法務グループ
となり、2005年に当社が持株会社制を敷いた時
に法務部として昇格、現在に至ります。他社の
お話を伺う限りですが、当社の法務部は比較的、
業務の守備範囲が広く、一般的な契約書審査、
法律相談、稟議、事件・事故、訴訟・紛争解決
の対応のみならず、株主総会・取締役会・経営
会議の会議体事務局、グループ規程類の策定、
M&A やグループ内組織再編、新規事業の支援、

海外を含めたガバナンス体制の構築な
ど、決して大人数とはいえない要員

（グループ全体では約15名（内、持株会

社で約10名））で効率的な対応に努めて
います。日常的なマネジメントのみな
らず、経営レベルにおいても法務部が
首を突っ込んでいる状況にあるといえ
ると思います。
　このような経営との関わりにおいて、
果たして法務部門はどのような姿勢で
臨むべきか、いかなる視点をもつべき
か、縷々ご意見のあるところかと思い
ますが、私は「ビジネスを成功に導く

リーガルサービス」の提供を心がけ、「ビジネ
スとリーガルのバランス」を重視するよう事あ
るごとに発言しています。具体例としては、
M&A で相手と契約を締結する場面において、
リーガルの観点では問題がないことを確認、担
保しつつ、ビジネスの観点として会社がどの程
度のリスクテイクが可能かを担当者とともに汗
をかいて考え、悩み、最終的に M&A 契約を
合理的な内容で妥結できるよう導くことがある
と思います。

３　他部門との連携（秘書室を例に）

　それでは、私が役割を兼務する秘書室と法務
部とは、一体どのような関係にあるのでしょう
か。当社の秘書室は社長直轄の部門として独立
した組織であり、役員のスケジュール管理など
の従来型の秘書業務に加え、昨今は取締役会の
諮問機関である指名・報酬諮問委員会の両事務
局を担い、業務範囲が拡大するとともにその重
要性が増しています。また、両諮問委員会の運
営においては当然ながら取締役会と連携する必
要があり、指名諮問委員会においてはサクセッ
ションプラン、新任社外役員の獲得やスキルマ
トリックスの内容検証、報酬諮問委員会におい
ては新たな KPI や ESG 第三者評価の導入、制
度一部見直しにおける検証や実行などこれまで
にはない新たな課題に取り組み、取締役会決議
前の審議、整理を両諮問委員会で行っています。
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　一方で、秘書機能の高度化のため、秘書室全
体のレベルアップも期待され、これらの観点か
ら、私は兼務を命ぜられたものと思います。複
数部門で役割を兼務すると、情報量、仕事量が
増し繁忙となるものの、別のアンテナが立つこ
とで情報収集が早くなり、視野も広がるという
メリットが生まれます。秘書室と法務部の兼務
は一例ではありますが、他部門における執務経
験は企業法務の世界でキャリアを重ねるにあた
りプラスに作用すると思料します。

４　複眼でとらえる

　物事を見る際に「鳥の眼、虫の眼、魚の眼」
と表現されることがあり、これはマクロとミク
ロの両方の視点、そして時流をつかむ視点など
いろいろな眼でとらえることの大切さを意味し
ていると思います。法務部門が活躍の舞台をま
すます広げるために、まずは「法務の眼」を通
して経営に刺さり、さらに物事を多角的に見る
ことの重要性を意識すればそれ以外の「もう一
つの眼」をもって、経営を複眼でとらえていく
と良いのではないでしょうか。
　新たなミッションに挑戦中の私ですが、自社
での経験を踏まえ、今後も経営法友会会員の皆
様との交流を図り、関係を保ちながら企業法務
の在り方について考え、後輩たちが歩むべき道
を伝えることができればと思っています。

５　もう一つのさらなる眼

　2021年４月よりプロボノ活動として、法務部
門の有志による「ニチレイグループ法律相談室

（社内向け無料法律相談）」を立ち上げました。
日ごろの業務相談を受ける中、「自分たちの知
識や経験を生かして、ニチレイグループで働く
仲間のプライベートな生活においても何かしら
お役に立ちたい」との思いで開設し、毎月コン
スタントな利用があります。コロナ禍というこ
ともありオンラインでの対応としていますが、
本社以外の事業場の社員からの相談も受けてい
ます。助言にあたって業務以外の分野の法令を
調べたり、事前にメンバー間で意見交換したり

と刺激にもなっています。業務時間外での活動
となりますが、法律や法務部門に対する理解や
親しみをもってもらい、気軽に利用してもらえ
るよう「細く長く」続けていく所存です。


